
 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異な

る場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件  

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

む 

ら 

づ 

く 

り 

課 

  

１ 中山間地域等直

接支払事業 

１ 中山間地域等直接支払交付金 

中山間地域等直接支払交付金実施要領（平

成 12 年 4 月 1 日付け 12 構改 B 第 38 号農林

水産事務次官依命通知）により市町村が集落

協定及び個別協定に基づいて交付金を交付す

るのに要する経費 

 

 

4 月 1 日か

ら3月31日

まで 

 

【補助事業者】 

市町村 

 

【事業主体】 

農業者等 

100 分の 75 以

内（特認地域は

3 分の 2 以内） 

交付金の 30％を超える

増減 

 

有 

（第 9 条第

2 項第 3 号

該当） 

否 〔実績報告〕 

事業完了時 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

２ 中山間地域等直接支払推進交付金 

日本型直接支払推進交付金実施要領（平成

28年４月１日 27農振第 2219号農林水産省農

村振興局長通知）に規定される市町村が１の

事業を円滑に実施するために必要な経費 

(１)推進事務に必要な経費 

(２)確認事務に必要な経費 

(３)交付事務に必要な経費 

交付決定の

日又は交付

決定前着手

承認の日か

ら3月31日

まで 

 

市町村 定額 交付金の 30％を超える

増減 

無 要 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異

なる場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件  

交付決定前

着手承認の

適用除外の 

有無 

事業計

画承認

申請の

要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

む 

ら 

づ 

く 

り 

課 

２ 鳥獣被害防止総

合対策事業 

鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱

等に基づき、鳥獣による農林水産業等に係る

被害を軽減するために必要な下記の経費 

１ 鳥獣被害防止総合対策推進事業 

（１） 被害防止活動推進 

１）推進体制の整備 

２）有害捕獲 

３）被害防除 

４）生息環境管理 

５）広域柵の再編整備計画の策定支援 

６）サル複合対策 

７）鳥類複合対策 

８）他地域人材活用 

９）ICT 等新技術の活用 

１０）GIS を活用した被害対策等の可視

化定着支援 

（２） 実施隊特定活動 

１）大規模緩衝帯整備 

２）誘導捕獲柵わな導入 

（３）ICT等新技術実証 

（４）農業者団体等民間団体被害防止活動 

（５）ジビエ等の利用拡大に向けた地域の 

   取組 

  １）販売拡大支援 

  ２）搬入促進支援 

（６）鳥獣被害対策実施隊体制強化 

  １）実施隊員の人材育成 

  ２）新規猟銃取得支援 

交付決定

の日又は

交付決定

前着手承

認の日か

ら事業完

了の日又

は 3 月 31

日まで 

・地域協議会 

・市町村 

・コンソーシアム 

・地域協議会の構成員である

農業協同組合等で構成され

る協議会 

 

 

※市町村は鳥獣被害防止総合

対策交付金交付等要綱等に基

づく鳥獣被害防止緊急捕獲活

動支援事業に限り、補助事業

者及び事業主体となることが

できる。 

・2分の 1以内 
 
・定額（ただ

し、鳥獣被害
防止総合対策
交付金交付等

要綱等に準じ
る） 
 

 

(1)事業の中止又は廃止 

(2)事業主体の変更 

(3)交付金額の変更 

(4)補助対象経費欄１及び２の

経費の相互間におけるそれぞ

れの経費の増減 

(5)補助対象経費欄３(１)及び

３(２)の経費の相互間におけ

るそれぞれの経費の増減 

無 否 〔遂行状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

〔実績報告〕  

事業完了時 

 

〔遂行状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異

なる場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件  

交付決定前

着手承認の

適用除外の 

有無 

事業計

画承認

申請の

要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

む 

ら 

づ 

く 

り 

課 

２ 鳥獣被害防止総

合対策事業 

（７）捕獲サポート体制の構築 

（８）処理加工施設の人材育成 

（９）ICTの活用による情報管理の効率化 

 

２ 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 

３ シカ特別対策事業 

（１）シカ緊急捕獲対策 

（２）シカ特別対策 

 

 

        

鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱

等に基づき、鳥獣による農林水産業等に係る

被害を軽減するために必要な下記の経費 

３ 鳥獣被害防止総合対策整備事業 

（１） 鳥獣被害防止施設 

（２） 処理加工施設 

（３） 捕獲技術高度化施設 

（４） 地域提案 

（５） 鳥獣被害防止施設（促進支援分） 

（６） 鳥獣被害防止施設（経済対策分） 

交付決定

の日又は

交付決定

前着手承

認の日か

ら事業完

了の日又

は 3 月 31

日まで 

・地域協議会 

・地域協議会の構成員 

・コンソーシアム 

・2分の 1以内

（ただし、鳥
獣被害防止総
合対策交付金

交付等要綱等
別に定める要
件を満たす場

合は、100分の
55 以内） 
 

・定額（ただ
し、鳥獣被害
防止総合対策

交付金交付等
要綱等に準じ
る） 

 

(1)事業の中止又は廃止 

(2)事業主体の変更 

(3)交付金額の変更 

(4)鳥獣被害防止施設について

は、施行箇所の変更 

(5)処理加工施設ついては、設置

場所及び利用計画の変更 

無 否 〔遂行状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

〔実績報告〕  

事業完了時 

 

〔遂行状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異な

る場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件  

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

む 

ら 

づ 

く 

り 

課 

 

３ えづけＳＴＯ

Ｐ！鳥獣被害対策

事業 

１ 事業実施主体が指定した地域において、農

業者等を中心とした地域住民が、事業実施主体

や関係機関と連携して、鳥獣被害防止のための

「えづけＳＴＯＰ！」対策を推進するために必

要な下記の取組みに要する経費 

（１）みんなで勉強 

①検討会等の開催 

②実習ほ場の設置 

（２）守れる田畑・農地づくり 

①集落点検調査等 

②調査結果に基づく活動の実施 

（３）囲いや追い払い 

①侵入防止柵等の整備（国庫補助金の対象

とならないものに限る） 

②地域ぐるみの追い払い 

（４）その他特認事項 

２ 地域で大きな課題となっている鳥獣被害へ

の緊急的な新技術実証に必要な経費 

（１）実施体制の整備 

（２）実証に係る調査等 

（３）囲いや追払い等 

  ①侵入防止柵等の整備 

  ②追払い機材等の設置 

  ③その他（追払い等に係る経費） 

交付決定日

又は交付決

定前着手承

認の日から

事業完了の

日又は 3 月

31 日まで 

・市町村 

・地域協議会 

・地域協議会の構成員である農

業協同組合等の民間団体 

定額 

１：1地区400

千円以内、

２： 1地区

1,000千円以

内） 

１ 対象地域の変更 

２ 補助金額の変更 

 （30％を超える変

更） 

無 否 〔実績報告〕  

事業完了時 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 ヶ月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異な

る場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

む 

ら 

づ 

く 

り 

課 

４ 未来につなぐふ

るさと応援事業 

中山間地域及びこれらの地域と一体として事

業を推進することが効果的であると認められる

地域において、農地や土地改良施設の保全・利

活用に係る地域住民活動の活性化を図るため、

中山間ふるさと・水と土保全対策事業実施要綱

及び同要領、中山間ふるさと・水と土保全推進

事業実施要綱及び同要領に基づいて、市町村等

が実施する次の事業に必要な経費 

１ 指導員等活動支援事業 

２ 農○連携事業 

３ 棚田地域活動支援事業 

４ 地下水かん養機能等保全活動事業 

交付決定の

日又は交付

決定前着手

承認の日か

ら事業完了

の日又は 3

月 31 日ま

で 

１ 熊本県ふるさと・水と土指

導員、地域住民組織、任意団体

等 

２、３ 市町村、農業協同組合、

土地改良区、農業者等が組織

する団体、非営利法人、福祉関

係者が組織する団体、地域住

民組織、任意団体等 

４ 土地改良区等 

１、２、３は、

定額 

（上限 500 千

円） 

４は、定額 

（上限 1,000

千円） 

・事業費の 30％を超え

る増減 

・その他、知事が必要 

と認める事項 

 

無 否 〔実績報告〕 

事業完了時 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異な

る場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

む 

ら 

づ 

く 

り 

課 

 

５ 多面的機能支払

事業 

１ 農地維持支払事業 

農業の多面的機能を支える共同活動を行う活

動組織に対し支援金を交付するために必要な

経費 

4 月 1 日か

ら3月31日

まで 

【補助事業者】 

市町村 

【事業主体】 

活動組織 

 

100 分の 75 以

内 

事業費の 30％を超える

増減 

有 

（第9条第 2

項第 3 号該

当） 

 

否 〔遂行状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

 

〔遂行状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

２ 資源向上支払事業（共同活動） 

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向

上を図る共同活動を行う活動組織に対し支援

金を交付するために必要な経費 

３ 資源向上支払事業（長寿命化） 

施設の長寿命化を行う活動組織に対し支援

金を交付するために必要な経費 

４ 推進事業 

市町村等が以下の事務を実施するために必

要な経費 

（１）推進・指導事務に必要な経費 

（２）確認・審査事務に必要な経費 

（３）交付事務に必要な経費 

（４）活動組織の体制強化に必要な経費 

（５）その他推進に必要となる経費 

交付決定の

日又は交付

決定前着手

承認の日か

ら3月31日

まで 

市町村等 定額 事業費の 30％を超える

増減 

無 要 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異な

る場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

む 

ら 

づ 

く 

り 

課 

６ くまもとジビエ

普及拡大支援事業 

くまもとジビエコンソーシアム支援 

   くまもとジビエコンソーシアムが実施す

るくまもとジビエブランド確立に向けた取

組みに要する経費 

交付決定の

日又は交付

決定前着手

承認の日か

ら事業完了

の日又は 3

月 31 日ま

で 

くまもとジビエコンソーシアム 定額 

（上限 2,700

千円） 

１ 事業主体の変更 

２ 事業費の 30％を超

える変更 

 

無 要 〔実績報告〕 

事業完了時 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から１か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異

なる場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前

着手承認の

適用除外の 

有無 

事業計

画承認

申請の

要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

む 

ら 

づ 

く 

り 

課 

７ 農山漁村振興

交付金（中山間地

農業推進対策） 

 

農山漁村振興交付金交付等要綱（令和 3年

4 月 1 日付け 2 農振第 3695 号農林水産事務

次官依命通知）及び農山漁村振興交付金（中

山間地農業推進対策）実施要領（令和 2年 4

月 1日付け元農振第 2670号農林水産省農村

振興局長通知）に基づき実施する以下の事

業に要する経費 

 

１ 中山間地農業ルネッサンス推進支援 

中山間地域等の特色を活かした創意工

夫あふれる取組み及び地域の所得向上に

向けた計画を深化させる取組み等 

２ 元気な地域創出モデル支援 

農業生産活動を地域活性化につなげる

優良事例を創出するための中山間地農業

を元気にする新たな収益力向上、販売力

強化、農用地保全、複合経営及び生活支援

に関する取組み等 

３ 農村型地域運営組織形成推進事業 

地域協議会等が作成する将来ビジョン

に基づく農用地保全、地域資源活用及び

生活支援に係る調査、計画作成、実証事業

等の取組み等 

 

 

交付決定

の日又は

交付決定

前着手承

認の日か

ら事業完

了の日又

は 3 月 31

日まで 

 

１及び２ 

・市町村 

・地域協議会（次に掲げる事項

を定めた規約等について、

各構成員が同意した団体を

いう。以下同じ。） 

ア 目的 

イ 構成員、事務局、代表者

及び代表権の範囲 

ウ 意思決定方法 

エ 解散した場合の地位の

継承者 

オ 事務処理及び会計処理

の方法 

カ 会計監査及び事務監査

の方法 

キ その他運営に関して必

要な事項 

 

３ 複数集落含む地域協議会 

定額（ただし、

農山漁村振興

交付金交付等

要綱及び農山

漁村振興交付

金（中山間地

農 業 推 進 対

策）実施要領

に準じる） 

１ 事業費の 3割を超える増減 

２ 事業主体又は事業実施期間

の変更 

 

無 要 〔遂行状況報告〕 

・9月 30 日 

・12月 31日 

 

 

〔実績報告〕  

事業完了時 

〔遂行状況報告〕 

・10月 15日 

・1月 15 日 

 

 

〔実績報告〕

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異

なる場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前

着手承認の

適用除外の 

有無 

事業計

画承認

申請の

要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

む 

ら 

づ 

く 

り 

課 

８ 都市農村交流

対策事業 

１ 市町村等推進事業 

 農山漁村における都市と農村との交流活

動や小中学生等を対象とした農林水産業に

関する体験交流型民泊の推進活動を行うた

めに必要な経費、農泊担い手の学び直しを

行うために必要な経費、もしくは、当該経費

に対して補助する場合における当該補助に

要する経費 

 

 

交付決定

の日又は

交付決定

前着手承

認の日か

ら事業完

了の日又

は 3 月 31

日まで 

【補助事業者】 

市町村 

 

【事業主体】 

市町村、農業協同組合、農業者

等が組織する団体・法人、地方

公共団体等が出資する団体、

任意活動団体等、知事が特に

認めた団体 

 

 

【補助率】 

2 分の 1 以内

（上限 500 千

円） 

 

【事業主体へ

の間接補助の

場合】 

補助事業者：

10 分の 10 以

内 

ただし、事業

主体に係る補

助対象経費の

2 分の 1 以内

を限度とする 

 

１ 事業主体の変更 

２ 事業費の 30％を超える増減 

３ その他、知事が必要と認め

る事項 

無 要 〔実績報告〕  

事業完了時 

〔実績報告〕

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

２ 農的関係人口創出事業 

 都市に住みながら農村地域に関わりを持

つ者の創出に繋がる、農泊事業者等が連携

した取組みに必要な経費 

農泊地域、農泊事業者等が組

織する団体等 

【補助率】 

定額（上限 500

千円） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異

なる場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前

着手承認の

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

む 

ら 

づ 

く 

り 

課 

９ 中山間地域所得

確保対策事業 

 

中山間地域において、所得確保計画を策定

又は策定された所得確保計画を見直し、戦略

的に生産から販売まで取り組むことにより

所得の増加を目指すために行う次の取組等

に必要な経費、もしくは、当該経費に対して

補助する場合における当該補助に要する経

費 

 

(1)国内市場、海外市場に関するマーケッ

ト調査 

(2)消費者に対する消費動向調査 

(3)農産物生産・加工、流通、販売に関する

現状の調査、分析 

(4)高収益作物導入などの生産から販売ま

での戦略検討 

(5)所得確保計画の策定又は見直し 

(6)計画の実践（計画初年度又は計画見直

し年度の取組） 

交付決定

の日又は

交付決定

前着手承

認の日か

ら事業完

了の日又

は 3 月 31

日まで 

【補助事業者】 

市町村 

 

【事業主体】 

市町村、地域協議会（構成員と

して市町村を含み、次に掲げ

る事項を定めた規約等につい

て、各構成員が同意した団体）

又は農業者団体等（次に掲げ

る事項を定めた規約等を有す

る団体） 

１ 目的 

２ 構成員、事務局、代表者及

び代表権の範囲 

３ 意思決定方法 

４ 解散した場合の地位継承 

 者 

５ 事務処理及び会計処理の

方法 

６ 会計監査及び事務監査の

方法 

７ その他運営に関して必要

な事項 

定額（ 上限 

5,000 千円 /

地区） 

１ 事業実施計画の区域内の農

用地面積の 10％以上の変更

(ただし、面積の増減が 10haに

満たないときは除く。) 

２ 事業費の 20％以上の増減 

３ 事業実施主体の変更 

 

無 要 〔遂行状況報

告〕 

交付金の交付

決定に係る年

度の各四半期

（交付決定の

あった日の属

する四半期及

び第４・四半

期を除く。）の

末日 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕  

事業完了時 

 

〔遂行状況

報告〕 

報告時点の

翌月の 15 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の

日から 1か月

を経過した

日又は3月31

日のいずれ

か早い日 

（ただし、知事が別に定め

る概算払請求書をもって

代えることができるもの

とする。） 


